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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性組成物を製造する方法であって、
　ａ）第１の熱可塑性高分子と、セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の混合物を
含む紙製品とを溶融混合する工程、
を有してなり、前記紙製品がコーヒーパッドまたはティーバッグの紙である、方法。
【請求項２】
　前記コーヒーパッドまたはティーバッグの紙が、コーヒーパッドまたはティーバッグの
製造からの産業廃棄物である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記紙製品が前記セルロース繊維の多孔質構造を有し、前記第２の熱可塑性高分子が該
セルロース繊維を部分的または全体的に覆っている、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記紙製品が、ｉ）前記セルロース繊維と前記第２の熱可塑性高分子の溶融物との混合
物を提供する工程、およびｉｉ）該混合物を、前記第２の熱可塑性高分子の融点より低い
温度に冷却する工程を有してなる方法により得られる、請求項１から３のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項５】
　前記工程ｉ）が、前記セルロース繊維および前記第２の熱可塑性高分子を乾式混合し、
さらに、任意選択で混合しながら、前記第２の熱可塑性高分子を溶融させることを含む、
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請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記セルロース繊維と共に乾式混合される前記第２の熱可塑性高分子が繊維の形態にあ
る、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記紙製品が、前記セルロース繊維および前記第２の熱可塑性高分子の繊維の多孔質構
造を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の熱可塑性高分子がポリオレフィンであり、かつ前記第２の熱可塑性高分子が
ポリオレフィンである、請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記熱可塑性組成物中の前記セルロース繊維の量が、全組成物の１～５０質量％である
、請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記紙製品が、該紙製品の合計に対して、５０～９９質量％の前記セルロース繊維、お
よび１～５０質量％の前記第２の熱可塑性高分子を含む、請求項１から９のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記工程ａ）が、前記第１の熱可塑性高分子を押出機内で溶融し、該溶融された第１の
熱可塑性高分子に前記紙製品を紙の形態で供給することを含む、請求項１から１０のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　第１の熱可塑性高分子を含む熱可塑性組成物を強化するための、セルロース繊維および
第２の熱可塑性高分子の混合物を含む紙製品の使用であって、前記紙製品がコーヒーパッ
ドまたはティーバッグの紙である、使用。
【請求項１３】
　前記コーヒーパッドまたはティーバッグの紙が、コーヒーパッドまたはティーバッグの
製造からの産業廃棄物である、請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　第１の熱可塑性高分子と、セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の混合物を含む
紙製品とを含む成形用組成物であって、前記紙製品がコーヒーパッドまたはティーバッグ
の紙である、成形用組成物。
【請求項１５】
　前記コーヒーパッドまたはティーバッグの紙が、コーヒーパッドまたはティーバッグの
製造からの産業廃棄物である、請求項１４に記載の成形用組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱可塑性高分子およびセルロース繊維を含む熱可塑性高分子組成物に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　古紙は、固形廃棄物の主要な供給源である。これらの廃棄物の多くはまだ埋め立てられ
ている。古紙を、新たな紙や他の物品を製造するための資源として使用することが研究さ
れてきた。
【０００３】
　この資源の公知の使用法の１つに、熱可塑性組成物における強化用充填材としての使用
がある。非特許文献１には、ポリプロピレン－古新聞複合材料が記載されている。この文
献において、４２％の古新聞繊維が充填されたＰＰ複合材料の性質が、無充填のＰＰ複合
材料のものと比べられた。その古新聞繊維は、約１５～０ｍｍの薄片にハンマーミリング
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された古新聞からのものであった。その古新聞薄片は、ポリプロピレンが加えられる前に
、ミキサ内でマレイン酸化ポリプロピレンと混合された。引張係数および引張強さの増加
が観察された。しかしながら、古新聞繊維を添加すると、ノッチなし衝撃エネルギーが劇
的に低下した。機械的性質がより良好な熱可塑性高分子組成物が望ましい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Society of Plastics Engineers; 1992: 602-604. Vol. 1 “Effects o
f Composition and Polypropylene Melt Flow on Polypropylene -Waste Newspaper Comp
osites”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、上述した問題および／または他の問題が解決される、セルロース繊維
により強化された熱可塑性高分子組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　したがって、本発明は、熱可塑性組成物を製造する方法であって、
　ａ）第１の熱可塑性高分子と、セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の混合物を
含む紙製品とを溶融混合する工程、
を有してなる方法を提供する。
【０００７】
　本発明は、意外なことに、コーヒーパッドの紙やティーバッグの紙などの飲料用のパッ
ドや袋の紙に、他の種類の（古）紙よりも高い強化効果があるという発見に基づく。理論
により束縛する意図はないが、本出願の発明者等は、コーヒーパッドの紙やティーバッグ
の紙の中の熱可塑性高分子の存在が、強化すべき熱可塑性物質中に繊維を良好に分散させ
、これが転じて、良好な機械的性質をもたらすと考えている。コーヒーパッドの紙やティ
ーバッグの紙中の熱可塑性高分子は、溶融混合中に溶融し、紙中のセルロース繊維を弛め
、紙を崩壊させる。弛んだセルロース繊維は、強化すべき熱可塑性高分子中に容易に分散
する。
【０００８】
　「セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の混合物」という用語は、ここでは、第
２の熱可塑性高分子が紙製品中においてセルロース繊維間に分布している、すなわち、第
２の熱可塑性高分子が紙製品の全体に存在することと理解される。第２の熱可塑性高分子
は、紙製品の表面で繊維間に存在してもよい。コーティングとして紙製品の表面に設けら
れた熱可塑性高分子は、「セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の混合物」の一部
として考えられないことを理解すべきである。
【０００９】
　紙は、一般に、担体上にシート状に広げられて乾燥したセルロース繊維のパルプから形
成される。セルロース繊維は、乾燥中に、互いにくっついて、セルロース繊維間に細孔を
持つ開放構造を有する紙を形成する。したがって、本発明に使用される紙製品は、第２の
熱可塑性高分子がセルロース繊維を部分的または全体的に覆っている、セルロース繊維の
多孔質構造を有するであろう。この場合、第２の熱可塑性高分子は、典型的に、未定義形
状を有する。
【００１０】
　その紙製品は、ｉ）セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の溶融物の混合物を提
供する工程、およびｉｉ）その混合物を、第２の熱可塑性高分子の融点より低い温度に冷
却する工程を有してなる過程により得ることが好ましい。これにより、セルロース繊維と
第２の熱可塑性高分子の間の比率、および所望であれば、選択すべき第２の熱可塑性高分
子の多い量を容易に制御することができる。飲料用のパッドや袋の紙は、そのような過程
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により製造される。
【００１１】
　Felix J M et al, “The nature of adhesion in composites of modified cellulose 
fibers and polypropylene”, Journal of applied polymer science, vol.42, no.3, p.
609-620において、セルロース繊維は、ポリプロピレン－無水マレイン酸共重合体で表面
修飾された。修飾された繊維にポリプロピレンが配合され、射出成形により複合材料が製
造された。セルロース繊維の表面修飾は、高温トルエン中のポリプロピレン－無水マレイ
ン酸共重合体の溶液中にセルロース繊維を浸すことによって行われた。溶液中の共重合体
の濃度は、５質量％の繊維であった。繊維は、トルエンでソックスレー抽出され、乾燥さ
れた。この文献において、表面修飾セルロース繊維は、ポリプロピレン－無水マレイン酸
共重合体を溶融することにより得られなかった。
【００１２】
　工程ｉ）は、第２の熱可塑性高分子を溶融し、その後、セルロース繊維を、溶融した第
２の熱可塑性高分子と混合する過程を含んでもよい。しかしながら、工程ｉ）が、セルロ
ース繊維および第２の熱可塑性高分子を乾式混合し、必要に応じて混合しながら、第２の
熱可塑性高分子を溶融する過程を含むことが好ましい。これにより、より均一な混合物が
得られる。
【００１３】
　セルロース繊維と乾式混合すべき第２の熱可塑性高分子が、繊維の形態にあることが好
ましい。混合すべき成分の密度と形状に違いがあると、異なる成分が不均一に分布する傾
向にある。第２の熱可塑性高分子も繊維の形態を有する場合、セルロース繊維および第２
の熱可塑性高分子の均一な混合物が得られる。
【００１４】
　あるいは、第２の熱可塑性高分子は繊維形状を有してよく、本発明に使用される紙製品
は、セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の繊維の多孔質構造を有してよい。
【００１５】
　そのような紙製品の生産はよく知られており、そのような紙製品の一例は、ヒートシー
ル可能な濾紙と呼ばれる。
【００１６】
　したがって、好ましい実施の形態において、
　前記紙製品は、ｉ）セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の溶融物の混合物を提
供する工程、およびｉｉ）その混合物を、第２の熱可塑性高分子の融点より低い温度に冷
却する工程を有してなる過程により得られる、もしくは
　前記紙製品は、セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の繊維の多孔質構造を有す
る。
【００１７】
　米国特許第５１７３１５４号明細書には、第２の熱可塑性高分子がセルロース繊維を部
分的または全体的に覆っている、セルロース繊維の多孔質構造を有する紙製品の一例が記
載されている。米国特許第５１７３１５４号明細書には、天然繊維の第１の相に、紙の両
面がヒートシール可能であるような様式で、合成繊維の第２の相が浸透している、ヒート
シール可能なティーバッグの紙が開示されている。その製造工程において、互いに浸透し
ている相は、乾燥され、それによって、合成繊維が溶融し、固化する際に天然繊維を包み
込み、よって、これらの繊維が少なくとも部分的に被包されるまたは覆われるような様式
で加熱される。適切な合成繊維として、ポリエチレン、ポリプロピレン、または塩化ビニ
ルと酢酸ビニルの共重合体が挙げられている。
【００１８】
　本発明による方法に使用される紙製品が、濾紙、例えば、コーヒーパッドの紙やティー
バッグの袋であることが好ましい。「コーヒーパッド」は、「コーヒーポッド」、「コー
ヒーパウチ」、または「コーヒーバッグ」と呼ばれることもある。それらは、同じ製品を
意味すると理解され、挽かれたコーヒー豆を収容する濾紙の（通常は、使い捨ての）パッ
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ケージである。これらの種類の紙製品はセルロース繊維の多孔質構造を有し、第２の熱可
塑性高分子はセルロース繊維を部分的または全体的に覆って、その多孔質構造を形成する
。
【００１９】
　カナダ国特許発明第８０２７２０号明細書には、セルロース繊維および熱可塑性高分子
から作られた繊維の多孔質構造を有する紙製品の一例が記載されている。
【００２０】
　本発明に使用される紙製品が、コーヒーパッドやティーバッグなどの飲料用のパッドや
袋を製造する過程からの産業廃棄物であることが好ましい。飲料用のパッドや袋を製造す
る過程において、コーヒーパッドやティーバッグは、典型的に、セルロース繊維および熱
可塑性高分子の混合物から作られた紙製品のシートから所定の形状に切り抜かれる。紙製
品の残りは、一般に、廃棄される。本発明によれば、紙製品の使用に適さない残りを、本
発明による高分子組成物を製造するための原料物質として都合よく使用できる。
【００２１】
　本発明に使用される紙製品は、紙製品の片面または両面に熱可塑性高分子のコーティン
グをさらに備えてもよい。そのコーティングは、紙製品がコーヒーパッドの紙やティーバ
ッグの紙などの濾紙である場合、濾過能力が維持されるような様式で提供されることが認
識されよう。
【００２２】
　本発明に使用される紙製品は、紙製品と、プラスチック枠などのさらに別の要素との組
立体の一部として設けてもよい。そのような組立体の一例は、プラスチック枠と、本出願
に記載されているような紙製品とを備えた飲料パッドである。そのような組立体の一例が
、例えば、欧州特許第１３９８２７９号明細書に記載されている。
【００２３】
　第１の熱可塑性高分子の融点が、第２の熱可塑性高分子の融点以上であることが好まし
い。これにより、第１の熱可塑性高分子を溶融すると、第２の熱可塑性高分子も溶融され
ることが確実になる。その結果、本発明による方法における溶融混合工程の温度を、強化
すべき高分子である、第１の熱可塑性高分子の溶融混合にとっての標準温度にしたがって
選択することができる。
【００２４】
　第１の熱可塑性高分子が、紙製品または任意のプラスチック枠の任意のコーティング中
の熱可塑性高分子などの、溶融混合物中の熱可塑性高分子の中で最高の融点を有すること
が好ましい。
【００２５】
　第１の熱可塑性高分子は、原則として、強化が望ましいどのような熱可塑性高分子であ
ってもよい。第１の熱可塑性高分子の例としては、下記のブレンドおよび共重合体を含む
、ポリアミド、例えば、ポリアミド６、ポリアミド６６、またはポリアミド４６など；ポ
リオレフィン、例えば、ポリプロピレンおよびポリエチレンなど；ポリエステル、例えば
、ポリエチレンテレフタレートおよびポリブチレンテレフタレートなど；ポリカーボネー
ト；ポリフェニレンスルフィド；ポリウレタンが挙げられる。第１の熱可塑性高分子がポ
リオレフィンであることが好ましい。適切なポリオレフィンの例に、ポリプロピレン；ポ
リエチレン（例えば、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ
）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、メタロセン触媒ポリエチレン、超低密度
ポリエチレン（ＶＬＤＰＥ）、超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）、高性能ポリエ
チレン（ＨＰＰＥ））；エチレンとプロピレンの共重合体；エチレンまたはプロピレンと
、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸メチル、
アクリル酸、メタクリル酸および一酸化炭素から選択される少なくとも１つの単量体とに
由来する共重合体；並びにオレフィンのジオレフィンとの共重合体、例えば、エチレンの
、またはプロピレンの、もしくはエチレンおよび他のオレフィンの、少なくとも６の炭素
原子の直鎖脂肪族非共役ジエン（例えば、１，４－ヘキサジエン）および共役しているか
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またはしていない、他のジエン、例えば、ノルボルナジエン、ジシクロペンタジエン、エ
チリデンノルボルネン、ブタジエンなどとの共重合体がある。第１の熱可塑性高分子は、
上述した熱可塑性高分子の２種類以上の組合せであってもよい。
【００２６】
　適切な第２の熱可塑性高分子の例は、適切な第１の熱可塑性高分子の例と同じである。
【００２７】
　第１の熱可塑性高分子および第２の熱可塑性高分子は、同じ種類のものであっても、異
なる種類のものであってもよい。第１の熱可塑性高分子および第２の熱可塑性高分子は、
互いに相溶性であるように選択される。相溶性である高分子の適切な組合せが当業者に公
知であり、その例としては、ポリオレフィン－ポリオレフィンおよびポリオレフィン－ポ
リエステルが挙げられる。
【００２８】
　いくつかの好ましい実施の形態において、第１の熱可塑性高分子はポリオレフィンであ
り、第２の熱可塑性高分子もポリオレフィンである。
【００２９】
　いくつかの好ましい実施の形態において、第１の熱可塑性高分子はポリプロピレンであ
り、第２の熱可塑性高分子もポリプロピレンである。
【００３０】
　いくつかの好ましい実施の形態において、第１の熱可塑性高分子はポリプロピレンであ
り、第２の熱可塑性高分子はポリエチレンである。
【００３１】
　いくつかの好ましい実施の形態において、第１の熱可塑性高分子はポリプロピレンであ
り、第２の熱可塑性高分子はＨＤＰＥとＬＬＤＰＥの混合物である。
【００３２】
　いくつかの好ましい実施の形態において、第１の熱可塑性高分子はポリプロピレンであ
り、第２の熱可塑性高分子はＨＤＰＥとＬＤＰＥの混合物である。
【００３３】
　セルロース繊維が、製紙業に通常使用されているような天然セルロース繊維であること
が好ましい。
【００３４】
　第１の熱可塑性高分子および紙製品に、従来の添加剤、例えば、カップリング剤；紫外
線安定剤；酸化防止剤；熱安定剤；顔料および染料のような着色剤；清澄剤；表面張力変
更剤；臭い低下剤；滑剤；表面改質剤；難燃剤；離型剤；流動性向上剤；可塑剤；帯電防
止剤；発泡剤；外部弾性衝撃改質剤、例えば、エチレン－オクテン共重合体（Ｅｎｇａｇ
ｅ（登録商標）として市販されている）など、エラストマーおよび軟化剤を添加してもよ
い。カップリング剤は、例えば、マレイン酸化ポリプロピレンであってよい。当業者は、
過度な実験を行わずに、添加剤および添加剤の量の任意の適切な組合せを容易に選択でき
る。添加剤の量は、その種類と機能によって決まり、典型的に、０から約３０質量％であ
る。添加剤の量は、例えば、全組成に基づいて、約１から約２０質量％、約２から約１０
質量％、または約３から約５質量％であってよい。
【００３５】
　追加の充填剤も、第１の熱可塑性高分子および紙製品に加えてもよい。適切な充填剤と
しては、タルク、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、粘土、ナノクレイ、カーボンブラック
、様々な形態のシリカ（通常の砂を含む、沈降または水和、フュームドまたは焼成、ガラ
ス、溶融またはコロイド）、ガラス、金属、無機酸化物が挙げられる。充填剤は、どのよ
うな形態、例えば、球状、板状、針状、フレーク状、繊維状またはウイスカー状のもので
あってよい。適切な繊維状充填剤としては、ガラス繊維、例えば、ＳＡＢＩＣ　Ｓｔａｍ
ａｘポリプロピレングレードに使用されるガラス短繊維およびガラス長繊維、玄武岩繊維
、アラミド繊維、炭素繊維、カーボンナノファイバ、カーボンナノチューブ、カーボンバ
ッキーボール、超高分子量ポリエチレン繊維、メラミン繊維、ポリアミド繊維、金属繊維
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、天然繊維、チタン酸カリウムウイスカー、およびホウ酸アルミニウムウイスカーなどが
挙げられる。
【００３６】
　紙製品は、紙製品と、プラスチック枠などのさらに別の要素との組立体の一部として本
発明の方法に使用してもよい。
【００３７】
　第１の熱可塑性高分子および紙製品の合計が、溶融混合物の合計の９０～１００質量％
であることが好ましい。
【００３８】
　第１の熱可塑性高分子と混合される紙製品の量は、最終的な熱可塑性組成物中のセルロ
ース繊維の所望の量にしたがって選択してよい。熱可塑性組成物中のセルロース繊維の量
が、全組成物の、好ましくは１～５０質量％、より好ましくは５～４０質量％、より好ま
しくは１０～３０質量％である。
【００３９】
　工程ａ）において混合すべき第１の熱可塑性高分子および紙製品の間の質量比は、例え
ば、９８：２から３０：７０、９０：１０から４０：６０、または８０：２０から５０：
５０であってよい。
【００４０】
　紙製品は、例えば、充填剤および／またはインクなどの他の物質を０～２０質量％また
は１～１０質量％含んでもよい。
【００４１】
　紙製品は、紙製品の片面または両面に主に存在するさらに別の熱可塑性高分子を含んで
もよい。
【００４２】
　セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の合計が、紙製品の合計の９０～１００質
量％であることが好ましい。
【００４３】
　紙製品が、５０～９９％のセルロース繊維および１～５０％の第２の熱可塑性高分子を
含むことが好ましい。紙製品が、６０～９５％のセルロース繊維および５～４０％の第２
の熱可塑性高分子を含むことがより好ましい。紙製品が、６０～９０％のセルロース繊維
および１０～４０％の第２の熱可塑性高分子を含むことがより好ましい。紙製品が、５０
～９９％のセルロース繊維および１～５０％の第２の熱可塑性高分子を含み、セルロース
繊維および第２の熱可塑性高分子の合計が、紙製品の合計の９０～１００質量％であるこ
とが好ましい。
【００４４】
　特に好ましい実施の形態において、紙製品は、６０～９５％のセルロース繊維および５
～４０％の第２の熱可塑性高分子を含み、熱可塑性組成物中のセルロース繊維の量は、全
組成物の５～１５質量％である。
【００４５】
　特に好ましい実施の形態において、紙製品は、６０～９５％のセルロース繊維および５
～４０％のポリプロピレンを含み、熱可塑性組成物中のセルロース繊維の量は、全組成物
の５～１５質量％である。
【００４６】
　特に好ましい実施の形態において、紙製品は、６０～９０％のセルロース繊維および１
０～４０％の第２の熱可塑性高分子を含み、熱可塑性組成物中のセルロース繊維の量は、
全組成物の５～１５質量％である。
【００４７】
　特に好ましい実施の形態において、紙製品は、６０～９０％のセルロース繊維および１
０～４０％のポリプロピレンを含み、熱可塑性組成物中のセルロース繊維の量は、全組成
物の５～１５質量％である。
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【００４８】
　前記熱可塑性高分子組成物は、第１の熱可塑性高分子および紙製品を溶融混合すること
によって、本発明の方法にしたがって得てもよい。溶融混合は、押出機内で行われること
が好ましいが、押出機能を持たないミキサ内で行ってもよい。溶融混合が押出機内で行わ
れる場合、溶融混合物は押出機から押し出される。溶融混合が、押出機能を持たないミキ
サ内で行われる場合、溶融混合物は、所望の形状を有する固体組成物を得るために、所望
の形状を有する成形型に移される（例えば、その中に注がれる）。
【００４９】
　溶融混合が押出機内で行われる場合、本発明の熱可塑性組成物が、ペレットまたは粒状
形態のような、その後の工程において成形物品に容易に加工できる形態で製造されること
が好ましい。得られるペレットは、さらに溶融され、所望の形状の物品に成形されるであ
ろう。あるいは、押出機からの押出しが、得られた溶融混合物を、所望の形状を有する成
形物品に直接成形する工程を含んでもよい。したがって、本発明の方法の好ましい実施の
形態において、工程ａ）は押出機内で行われ、本発明の方法は、溶融混合物を押出機から
押し出し、溶融混合物を成形して、成形物品を得る工程ｂ）をさらに有する。
【００５０】
　成形過程の適切な例としては、射出成形、圧縮成形、押出成形、押出圧縮成形、異形押
出、熱成形、注型およびブロー成形が挙げられる。バンパーのような自動車の外装部品、
計器パネルのような自動車の内装部品、またはボンネット下の自動車部品などの物品を製
造するために、射出成形が広く使用されている。ロッド、シートおよびパイプなどの物品
を製造するために、押出成形が広く使用されている。
【００５１】
　成形後、その物品は成形型内で冷却され、成形型から取り出され、必要に応じて仕上げ
られる。物品の仕上げは、例えば、切断、破断、研削またはがら研磨により、成形物品に
くっ付いた過剰の材料を除去することにより行うことができる。
【００５２】
　工程ａ）は、第１と第２の熱可塑性高分子の融点より高い温度で行われる。その温度は
、紙製品中のセルロース繊維を分解しない温度に選択される。第１の熱可塑性高分子がプ
ロピレン単独または共重合体である場合、工程ａ）が１５０～２５０℃で行われることが
好ましい。
【００５３】
　第１の熱可塑性高分子および紙製品の溶融混合は、よく使われる押出機内で行うことが
できる。多くの種類の押出機がよく知られている。押出機は、例えば、一軸または二軸ス
クリュー押出機であってよい。
【００５４】
　第１の熱可塑性高分子は、どの公知の形態で、最も典型的にはペレットの形態で、押出
機に加えてよい。
【００５５】
　紙製品は、紙製品を粉砕し、圧縮することにより製造されるペレットなどのいかなる公
知の形態で押出機に加えてもよい。紙製品のペレットへの転換は、いかなる公知の様式で
行っても差し支えない。例えば、紙製品は、水や他の添加剤を使用せずに、ペレット化し
てよい。あるいは、紙製品は、水および／またはペレット化のための他の従来の添加剤を
使用してペレット化してもよい。圧縮比、すなわち、ダイの開口の長さと直径の比率は、
例えば、１～１０であってよい。圧縮比が、好ましくは１．５～８、より好ましくは２～
６、より好ましくは３～５、より好ましくは３．５～４．５である。これにより、第１の
熱可塑性高分子との溶融混合を良好にしながら、適切にサイズが減少したペレットが得ら
れる。ペレットを使用すると、本発明の方法に、紙の形態でサイドフィーダにより直接供
給するのに適していないかもしれない厚い紙製品を使用することができる。紙製品を、圧
縮せずに粉砕した後に加えることも可能である。
【００５６】
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　紙製品は、非ペレット化形態にある紙の形態で押出機に加えてもよい。紙の形態での紙
製品の添加は、本発明の方法において紙製品を押出機に供給するために、紙製品の前処理
が必要ないという点で極めて都合よい。紙製品は、例えば、サイドフィーダから、押出機
に供給される紙のロールであってよい。本発明による方法の最中に、押出機内のスクリュ
ーが、制御された量の紙を押出機中に自動的に引き込む。
【００５７】
　したがって、いくつかの好ましい実施の形態において、工程ａ）は、押出機内で第１の
熱可塑性高分子を溶融し、溶融した第１の熱可塑性高分子に、押出機のサイドフィーダか
ら紙製品を供給する工程を含む。
【００５８】
　組成物および物品
　本発明は、本発明による方法によって得られる熱可塑性高分子組成物をさらに提供する
。
【００５９】
　本発明は、８５～９５質量％のポリプロピレン、および５～１５質量％のセルロース繊
維を含む熱可塑性高分子組成物であって、９２５～９７５ｋｇ／ｍ3の密度と、２３℃で
ＩＳＯ　５２７／１Ａにより決定して、少なくとも２５００Ｎ／ｍｍ2の引張係数および
２３℃でＩＳＯ　５２７／１Ａにより決定して、少なくとも４２Ｎ／ｍｍ2、より好まし
くは少なくとも４５Ｎ／ｍｍ2の引張強さの少なくとも一方とを有する熱可塑性高分子組
成物をさらに提供する。
【００６０】
　本発明による熱可塑性高分子組成物は、ペレットの形態にあってもよい。この熱可塑性
高分子組成物は、溶融混合物をダイに通して押し出してストランドを形成し、このストラ
ンドを冷却し、冷却したストランドをペレットに切断することによって、ペレットの形態
で得てもよい。
【００６１】
　本発明は、本発明による熱可塑性組成物から作られた成形物品をさらに提供する。
【００６２】
　本発明は、本発明による方法により得られる高分子組成物から製造された物品をさらに
提供する。そのような物品は、計器パネルの担体、バンパーフェイシア、ドアパネル、ボ
ンネット下の用途、車体パネル、中央コンソール、支柱、トリムなどの自動車用物品であ
ってよい。
【００６３】
　しかしながら、そのような物品は、電気掃除機、コーヒーメーカー、洗濯機、洗濯乾燥
機などの家庭用電気器具（の部品）であってもよい。さらに別の範疇の用途において、そ
の物品は、カトラリー、平皿、カップ、まな板などの台所用の器具であってもよい。
【００６４】
　本発明は、第１の熱可塑性高分子を含む熱可塑性組成物を強化するための、セルロース
繊維および第２の熱可塑性高分子の混合物を含む紙製品の使用をさらに提供する。
【００６５】
　本発明は、第１の熱可塑性高分子と、セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の混
合物を含む紙製品とを含む成形用組成物をさらに提供する。「成形用組成物」という用語
は、ここでは、本発明の方法により溶融混合され、所望の形状に成形されるべき組成物と
理解される。
【００６６】
　第１の熱可塑性高分子は、粉末またはペレットなどの粒状形態にあってもよい。紙製品
は、ペレットまたはフレークの形態にあってもよい。成形用組成物は、第１の熱可塑性高
分子および紙製品の乾燥混合物であってもよい。成形用組成物は、第１の容器内の第１の
熱可塑性高分子および第１の容器とは異なる第２の容器内の紙製品として提供してもよい
。
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【００６７】
　成形用組成物は、溶融混合物をダイに通して押し出してストランドを形成し、そのスト
ランドを冷却し、冷却したストランドをペレットに切断することによって、ペレットに製
造してもよい。
【００６８】
　本発明を説明目的で詳しく記載してきたが、そのような詳細はその目的のためだけであ
り、請求項に定義されたような本発明の精神および範囲から逸脱せずに、当業者によりそ
れに変更を行えることが理解されよう。
【００６９】
　本発明は、ここに記載された特徴の全ての可能な組合せに関し、特に、請求項に含まれ
る特徴の組合せが好ましいことにさらに留意のこと。
【００７０】
　「含む」という用語は、他の要素の存在を排除するものではないことにさらに留意のこ
と。しかしながら、特定の構成要素を含む製品についての記載は、これらの構成要素から
なる製品も開示していることも理解されよう。同様に、特定の工程を含む方法は、これら
の工程からなる方法も開示していることも理解されよう。
【００７１】
　ここで、本発明を以下の実施例により説明するが、それらには制限されない。
【実施例】
【００７２】
　実施例１
　押出機内で、ポリプロピレン（Ｓａｕｄｉ　Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎからのＰＰ５７９Ｓ）、紙製品のロール、２質量％のカップリング剤
（無水マレイン酸変性ポリプロピレン）、および０．３％のＩｒｇａｎｏｘ　Ｂ２２５（
加工用長期熱安定剤）を溶融混合して、ポリプロピレン組成物を得た。紙製品のロールは
、押出機のサイドフィーダから供給した。この組成物を押出機から押し出し、ペレットに
形成した。
【００７３】
　この紙製品は、示差走査熱量測定法（ＤＳＣ）により決定して、７０～７５質量％のセ
ルロース繊維および２５～３０質量％のポリプロピレン単独重合体を含むコーヒーパッド
の紙であった。
【００７４】
　最終的な組成物中のセルロース繊維の量は、ＤＳＣにより決定した。冷却のために窒素
を使用して、５～１０ｇ（約５００粒）のペレットを粉末に低温粉砕し、粉末の一部をＤ
ＳＣに使用した（Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　１０℃／分で０から２００℃）。ペレット
中のセルロース繊維の平均含有量を決定するために、これを行った。
【００７５】
　押出機は、４８の長さ／直径比を有し、２つのサイドフィーダを備えたＢｅｒｓｔｏｒ
ｆｆ　ＺＥ２５二軸スクリュー押出機であった。
【００７６】
　実施例２
　使用した押出機が、３６の長さ／直径比を有し、１つのサイドフィーダを備えたＢｅｒ
ｓｔｏｒｆｆ　ＺＥ２５二軸スクリュー押出機であったことを除いて、実施例１を繰り返
した。
【００７７】
　比較実験Ａ
　充填剤を添加しなかったことを除いて、実施例２を繰り返した。
【００７８】
　比較実験Ｂ
　紙製品が、灰分の測定により決定して１質量％未満の充填剤および検出できない量の高
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分子しか含まないトイレットペーパーであったことを除いて、実施例１を繰り返した。
【００７９】
　比較実験Ｃ～Ｅ
　紙製品の代わりに、充填剤としてタルク（市販のタルクＨＭ４）を加えたことを除いて
、実施例２を繰り返した。最終組成物中のタルクの量は、灰分により決定した。
【００８０】
　得られたプロピレン組成物の様々な機械的性質を以下のように決定した：
　ポリプロピレン組成物の密度は、２３℃でＩＳＯ　１１８３にしたがって決定した。
【００８１】
　引張係数は、２３℃でＩＳＯ５２７／１Ａにしたがって決定した。
【００８２】
　引張強さは、２３℃でＩＳＯ５２７／１Ａにしたがって決定した。
【００８３】
　曲げ弾性率は、試験片を製造するための組成物の流れに対して平行配向および垂直配向
において２３℃でＡＳＴＭ　Ｄ７９０にしたがって決定した。
【００８４】
　曲げ強度は、試験片を製造するための組成物の流れに対して平行配向および垂直配向に
おいて２３℃でＡＳＴＭ　Ｄ７９０にしたがって決定した。
【００８５】
　シャルピー衝撃強度は、試験片を製造するための組成物の流れに対して平行配向におい
て２３℃で、ＩＳＯ　１７９／１ｅＵ（ノッチなし）およびＩＳＯ　１７９／１ｅＡ（ノ
ッチ付き）にしたがって決定した。
【００８６】
　衝撃強度は、試験片を製造するための組成物の流れに対して平行配向および垂直配向に
おいて２３℃でＩＳＯ　１８０　４Ａにしたがってアイゾッド衝撃強度を測定することに
よって決定した。
【００８７】
　それらの結果が、表１および２に纏められている。それぞれの測定において、ＩＩは平
行を表し、Ｌは垂直を表す。
【００８８】
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【表１】

【００８９】
【表２】

 
【００９０】
　この密度比較により、本発明による実施例の密度が、充填剤としてタルクが使用されて
いる比較実験Ｃ～Ｅと比べて低いことが示される。
【００９１】
　同程度の量の充填剤について、引張係数の比較により、本発明による実施例の引張係数
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は、熱可塑性高分子を含まない紙製品を含む比較実験Ｂ、および充填剤としてタルクが使
用されている比較実験Ｃ～Ｅと比べて著しく高いことが示される。紙製品の含有量がより
多いと、引張係数がより高くなる。
【００９２】
　同程度の量の充填剤について、引張係数の比較により、本発明による実施例の引張強さ
は、熱可塑性高分子を含まない紙製品を含む比較実験Ｂ、および充填剤としてタルクが使
用されている比較実験Ｃ～Ｅと比べて著しく高いことが示される。紙製品の含有量がより
多いと、引張強さがより高くなるのに対し、タルクの含有量がより多いと、引張強さがよ
り低くなる。
【００９３】
　同程度の量の充填剤について、実施例と比較実験との間で、曲げ弾性率は同程度である
。
【００９４】
　同程度の量の充填剤について、曲げ強度の比較により、本発明による実施例の曲げ強度
は、熱可塑性高分子を含まない紙製品を含む比較実験Ｂ、および充填剤としてタルクが使
用されている比較実験Ｃ～Ｅと比べて高いことが示される。紙製品の含有量がより多いと
、曲げ強度がより高くなる。
【００９５】
　同程度の量の充填剤について、シャルピー衝撃強度（ノッチなし）の比較により、本発
明による実施例のシャルピー衝撃強度は、熱可塑性高分子を含まない紙製品を含む比較実
験Ｂと比べて同程度であることが示される。シャルピー衝撃強度（ノッチ付き）は、比較
実験と比べて、本発明による実施例のほうが高い。
 
【００９６】
　アイゾッドノッチ付き衝撃強度の比較により、実験の間にほとんど差がないことが示さ
れる。
【００９７】
　したがって、本発明による実施例は、比較実験よりも低い密度で、より良好な機械的性
質を示すと結論付けることができる。特に、セルロース繊維および熱可塑性高分子の混合
物を含む紙製品の充填剤は、熱可塑性高分子を含まない紙製品の充填剤と比べて、より良
好な機械的性質を示すことが分かった。本発明による実施例が、低密度で、高い引張係数
または高い引張強さを示すことが特に注目に値する。
他の実施形態
１．熱可塑性組成物を製造する方法であって、
　ａ）第１の熱可塑性高分子と、セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の混合物を
含む紙製品とを溶融混合する工程、を有してなる方法。
２．前記紙製品が前記セルロース繊維の多孔質構造を有し、前記第２の熱可塑性高分子が
該セルロース繊維を部分的または全体的に覆っている、実施形態１記載の方法。
３．前記紙製品が、ｉ）前記セルロース繊維および前記第２の熱可塑性高分子の溶融物の
混合物を提供する工程、およびｉｉ）前記混合物を、前記第２の熱可塑性高分子の融点よ
り低い温度に冷却する工程を有してなる過程により得られる、実施形態１または２記載の
方法。
４．工程ｉ）が、前記セルロース繊維および前記第２の熱可塑性高分子を乾式混合し、必
要に応じて混合しながら、該第２の熱可塑性高分子を溶融する過程を含む、実施形態３記
載の方法。
５．前記セルロース繊維と乾式混合すべき前記第２の熱可塑性高分子が、繊維の形態にあ
る、実施形態４記載の方法。
６．前記紙製品が、前記セルロース繊維および前記第２の熱可塑性高分子の繊維の多孔質
構造を有する、実施形態１記載の方法。
７．前記紙製品が、コーヒーパッドまたはティーバッグを製造する過程からの産業廃棄物
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８．前記第１の熱可塑性高分子がポリオレフィンであり、前記第２の熱可塑性高分子がポ
リオレフィンである、実施形態１から７いずれかに記載の方法。
９．前記熱可塑性組成物中の前記セルロース繊維の量が、全組成物の１～５０質量％、好
ましくは５～４０質量％、より好ましくは１０～３０質量％であり、前記紙製品が、該紙
製品の合計に対して、前記セルロース繊維を５０～９９質量％、前記第２の熱可塑性高分
子を１～５０質量％含むことが好ましい、実施形態１から８いずれかに記載の方法。
１０．工程ａ）が、前記第１の熱可塑性高分子を押出機内で溶融し、前記紙製品を紙の形
態で、溶融した該第１の熱可塑性高分子に、好ましくは押出機のサイドフィーダに供給す
る工程を含む、実施形態１から９いずれかに記載の方法。
１１．実施形態１から１０いずれかに記載の方法により得られる熱可塑性高分子組成物。
１２．８５～９５質量％のポリプロピレン、および５～１５質量％のセルロース繊維を含
む熱可塑性高分子組成物であって、９２５～９７５ｋｇ／ｍ3の密度と、２３℃でＩＳＯ
　５２７／１Ａにより決定して、少なくとも２５００Ｎ／ｍｍ2の引張係数および２３℃
でＩＳＯ　５２７／１Ａにより決定して、少なくとも４２Ｎ／ｍｍ2、好ましくは少なく
とも４５Ｎ／ｍｍ2の引張強さの少なくとも一方とを有する熱可塑性高分子組成物。
１３．実施形態１０または１１記載の熱可塑性高分子組成物から作られた成形物品。
１４．第１の熱可塑性高分子を含む熱可塑性組成物を強化するための、セルロース繊維お
よび第２の熱可塑性高分子の混合物を含む紙製品の使用。
１５．第１の熱可塑性高分子と、セルロース繊維および第２の熱可塑性高分子の混合物を
含む紙製品とを含む成形用組成物。
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